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入札公告 

次のとおり条件付一般競争入札を行います。 

平成２８年６月２４日 

 大阪府道路公社理事長 浦田 隆司 

１ 発注の内容 

公告番号 大阪府道路公社公告第６号 

発注年度 平成２８年度 

工事名称 第二阪奈有料道路 換気坑設備更新工事 

工事種別 電気工事 又は 機械器具設置工事 

受注希望工種 対象外 

工事場所 東大阪市山手町地内 

契約期間 平成２９年１月３１日まで 

工事概要 
１ オゾン発生機         １式 

２ 製作・据付・調整       １式 

落札方式 最低制限価格制度は採用しない。 

予定価格及び最低

制限価格の公表 
事後公表 

支払い

条件 

前払金 ４０％（10 万円止め） 

部分払 なし 

かし担保期間 ２年 

建設リサイクル法 対象なし 

※本入札公告のほか、契約内容等に関する詳細事項は、下記２（1）で配布する入札説明書等による。 

２ 発注スケジュール等 

(1) 入札説明書等

の配布及び入

札参加申込 

期間 
公告日から平成２８年７月５日（火）までの、土曜日、日曜日を除く、午前１０

時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。 

配布 

書類 

① 入札説明書 

② 入札参加申込書作成要領 

③ 入札参加申込書（参加資格確認申請書）（様式１） 

④ 配置技術者調書（様式２） 

⑤ 工事施工実績調書（様式３） 

⑥ 社会保険に関する誓約書等（様式） 

送付先 下記「５ 担当部署・問合せ先」 

(2) 設計図書等の

配布 

本件に係る入札手続において、設計図書等は電子ファイルをＣＤ－Ｒに焼き付けて

配布します。（ＣＤ－Ｒは入札参加申請時に提出していただきます。） 

※使用するアプリケーションは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ（DOC 形式・DOCX 形式）、Ｍｉｃｒ

ｏｓｏｆｔ Excel（XLS 形式・XLSX 形式）及びＡｄｏｂｅ Ａｃｒｏｂａｔ （PDF 形式）です。 

(3) 入札日 平成２８年７月２６日（火）（紙入札） 
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(4) その他 

入札参加者は、この入札公告のほか、別途配布する「入札説明書」及び「競争入

札心得」の内容を遵守するとともに、契約に必要な条件を熟知のうえ、入札を行って

下さい。 

※本入札公告のほか、入札手続き等に関する詳細事項は、上記２（1）で配布する入札説明書等による。 

３ 入札参加資格 

 入札参加者は下記項目をすべて満たしていること。 

(1) 登録業種 
平成２８年度大阪府建設工事競争入札参加資格において、「電気工事」又は「機械

器具設置工事」の資格を有する者。 

(2) 参 加

可能対

象者等 

 

単体 

以下の要件をいずれか満たしていること。 

①「電気工事」 ： Ａ等級 

②「機械器具設置工事」 

  府内業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府内にある者をいう。 

       ：入札参加資格「機械器具設置工事」の総合点数が 700点以上のもの。 

 府外業者（建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府外にある者をいう。 

       ：入札参加資格「機械器具設置工事」の総合点数が 800点以上のもの。 

 

経常 JV 対象外 

特定 JV 対象外 

組合 対象外 

(3) 建設業の許可 
「電気工事」又は「機械器具設置工事」について建設業法（昭和 24 年法律第 100

号）に基づく一般建設業の許可又は特定建設業の許可を有する者であること。 

(4) 営 業 所 等 の 所    

在地 
地域要件は設定しない。 

(5) 配置技術者（主

任技術者・監理

技術者） 

「電気工事」又は「機械器具設置工事」について、主任技術者又は監理技術者資格

者証を有する監理技術者（入札参加時点において直接的な雇用関係を有しているも

のに限る。）を専任で配置できること。ただし、請負金額が２千５百万円未満の場合、

当該技術者の配置は専任を要しない。 

(6) 施工実績 

平成１８年４月１日から入札参加申請期限までに、元請として完成・引渡が完了し

た次の同種工事（国、高速道路会社、又は地方公共団体（地方道路公社及び指定都

市高速道路会社を含む）所管の工事）の施工実績を有する者であること。 

ただし、コリンズ登録を行っている工事については、平成１３年４月１日から入札参

加申請期限までの間に完成、引渡しが完了している施工実績を有する者であること。 

なお、単体企業の施工実績に限る。 

『同種工事』 

 オゾン発生機を含む電気設備工事又は機械器具設置工事（オゾン発生機の新規設

置又は更新を含む工事に限る。）。なお、工事規模は、オゾン発生量 10g/h 以上とす

る。 

(7) 工事成績点 

平成２７年度中に完成検査を受けた大阪府道路公社又は大阪府都市整備部発注

工事で、６４点以下の工事成績点を取得していない者であること。（ＪＶとして受注した

工事は含み、単価契約によるものを除く。） 

(8) 経営事項審査の

審査基準日 

「電気工事」又は「機械器具設置工事」について、建設業法第 27 条の 23 の規定に

よる経営事項審査の審査基準日が平成２６年１２月２６日以降の日であること。 

 ただし、入札参加申込書の提出時点において当該要件を満たさない者について

は、当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（入札日ま

での日付のもの）を取得していること。 
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(9) 社会保険 

公告の日までに、雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）に基づく雇用保険、健康

保険法（大正 11 年法律第 70 号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和 29 年

法律第 115 号）に基づく厚生年金保険（以下「全ての社会保険」という。）に事業主とし

て加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除

く。 

(10) 低入札価格調査

における失格判

定に関する事項 

本入札の公告日を起算日として過去 3ヶ月間に、大阪府都市整備部発注工事の一

般競争入札に係る低入札価格調査で失格判定（※）を受けていない者であること。 

（※）大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱（建設工事版）第８条の２

に規定する事前調査の実施による失格判定を含む。ただし、失格基準価格に係る失

格判定を除く。 

(11) 一般事項 ① 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は、次に掲げ

る要件とする。 

ア 大阪府建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

イ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定に

よる再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第

33 条第１項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府建設工事競争入札

参加資格の再認定がなされた者を除く。）、会社更生法（平成 14 年法律第 154 

号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てをしている

者又は申立てをなされている者（同法第 41 条第１項の更生手続開始の決定

を受け、かつ、大阪府建設工事競争入札参加資格の再認定がなされた者を除

く。）でないこと。金融機関から取引の停止を受けた者その他の経営状態が著

しく不健全であると認められる者でないこと。 

ウ 公告の日までに、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）別表第１の上欄に掲

げる建設工事の種類（以下「業種」という。）のうち、(1)に定める業種について、

同法第３条第６項に規定する特定建設業の許可を受けた者であること。 

エ 建設工事の種類について、（8）に示す審査基準日以降の日を審査基準日と

する建設業法第 27 条の 23 の規定による経営事項審査（以下「経営事項審

査」という。）を受けていること。 

オ 参加資格確認申請書の提出の日までに、(1)に定める建設工事の種類につ

いて発注年度に該当する大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けて

いること。 

カ 入札公告の日から開札の日までの期間において、次のいずれにも該当しな

い者であること。 

(ア) 大阪府入札参加停止要綱及び大阪府道路公社競争入札等審査要綱に

基づく入札参加停止の措置を受けている者 

(イ) 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者（建設業

法第 28 条第３項又は第５条の規定による営業の停止命令であって、大

阪府の区域以外の区域又は入札公告に定める業種以外の業種に係る

ものを受けている者を除く。） 

(ウ) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外

措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者 

(エ) 大阪府又は大阪府道路公社との契約において、談合等の不正行為があ

ったとして損害賠償請求を受けている者（入札公告の日までに当該請求

に係る損害賠償金を納付した者を除く。 

② 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律(平成 11年法律第 149号)附則第３条第３項の規

定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29年

法律第 89 号）第 11 条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

エ 民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受

けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同

意を得ていないもの 

カ 破産者で復権を得ない者 
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キ 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れる者（同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札

参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した

者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当す

る期間を経過したと認められる者を除く。）又はその者を代理人、支配人その

他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

③ 府税に関する徴収金を完納していること。 

④ 最近１事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。 

⑤ 大阪府建設工事競争入札参加資格審査申請書（添付書類を含む。）又は資格

審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項

について記載をしなかった者でないこと。 

⑥ 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第３条第１項の許可を受けている者である

こと。 

⑦ 大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けてい

ない者及び当該資格の審査を申請していない者であること。 

⑧ 大阪府建設工事競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したこ

とがある者でないこと。 

注）表中、単体とは単体企業をいい、経常ＪＶとは経常建設共同企業体をいい、特定ＪＶとは特定建設工

事共同企業体をいい、組合とは官公需適格組合をいう。 

 

【重 要】  

監理技術者又は主任技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事には、工事現場ごとに専任の者

を配置する必要があります。（建設業法第 26 条第３項） 

この場合、特定建設業又は一般建設業の許可要件である、「経営業務の管理責任者」及び「営業所におけ

る専任技術者」の配置は認められません。 

【重要な工事とは、契約金額 2,500 万円以上（建築一式工事の場合は、5,000 万円以上）の工事です。】 

４ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札ならびに入札心得及び入札公告

等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

５ 担当部署・問合せ先 

〒540-0012 大阪市中央区谷町三丁目１番１８号 （ＮＳ２１ビル４階） 

大阪府道路公社 総務部 経理課 

電話番号 ０６－６９４１－２５１１ 

 


